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   知立市防災士養成事業補助金交付要綱  

 

 （目的）  

第１条  この要綱は、防災士の資格取得に要する費用の一部を補助し、もって地域

防災力向上の担い手となる人材を養成するため、予算の範囲内において交付する

知立市防災士養成事業補助金（以下「補助金」という。）に関し、知立市補助金

等交付規則（昭和４６年知立市規則第２５号。以下「規則」という。）に定める

もののほか、必要な事項を定めることを目的とする。  

（定義）  

第２条  この要綱において「防災士」とは、特定非営利活動法人日本防災士機構（以

下「日本防災士機構」という。）の認証登録を受けた者をいう。   

（補助対象者）  

第３条  補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号

のいずれにも該当するものとする。  

(1) 市内に住所を有する者  

(2) 防災士として市内の自主防災組織に所属している者又は市の防災力向上のた

め継続して活動をする意思のある者  

(3) 市税を滞納していない者  

 （補助対象経費及び補助金の額）  

第４条  補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。  

 (1) 日本防災士機構が認証した研修機関が実施する研修講座受講料  

(2) 防災士資格取得試験受験料  

(3) 防災士認証登録料  

２  補助金の額は、前項各号に掲げる経費のうち補助対象者が負担した額とし、１

万５千円を限度とする。  

（補助の制限）   

第５条  補助金の交付は、１人につき１回限りとする。  

 （交付の申請）  



第６条  補助金の交付の申請をしようとする者（以下「申請者」という。）は、知立

市防災士養成事業補助金交付申請書（様式第１）に次に掲げる書類を添えて市長

に提出するものとする。  

(1) 防災士認証状又は防災士証の写し  

(2) 第４条第１項各号に掲げる経費の支払を証する書類の写し  

(3) その他市長が必要と認める書類  

２  前項の申請書の提出期限は、防災士の認証登録を受けた日から１年以内とする。 

 （交付の決定及び通知）  

第７条  市長は、前条第１項に規定する申請があったときは、速やかにその内容を

審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。  

２  市長は、前項の規定により補助金の交付の適否を決定したときは、知立市防災

士養成事業補助金交付（不交付）決定通知書（様式第２）により当該申請者に通

知するものとする。  

 （請求）  

第８条  前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の交付を受け

ようとするときは、請求書（様式第３）により市長に請求しなければならない。  

 （交付）  

第９条  市長は、前条の規定により補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金

を交付するものとする。  

 （補助金の返還）  

第１０条  市長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段によって補助

金の交付を受けたと認めるときは、補助金の全部又は一部を返還させるものとす

る。  

  

 （委任）  

第１１条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。  

   附  則  

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。  

   附  則  



 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、令和６年６月１日から施行する。  



  年   月   日  

 

 知立市長        様  

 

申請者   住   所  

氏   名               

電話番号（     ）   －       

生年月日       年   月   日生  

 

知立市防災士養成事業補助金交付申請書  

 

 知立市防災士養成事業補助金の交付を受けたいので、補助金交付要綱第６条第１

項の規定に基づき、関係書類を添え、次のとおり申請します。  

 
 

１  申 請 額                  円  

２  補助対象経費の額                  円  

３  資 格 取 得 年 月 日        年    月    日  

４  添 付 書 類 

(1)   防災士認証状又は防災士証の写し  

(2)   補助対象経費の支払を証する書類の写し  

(3)   その他（              ）  

 

誓約書兼同意書  

【誓約・同意事項】  

□  防災士として市内の自主防災組織又は市の防災力向上のために活動しま

す。  

□  市税の滞納はありません。  

□  過去に本補助金による補助を受けていません。  

□  暴力団員による不当な行為の防止等に関する条例規定する暴力団員又は暴

力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではありません。  

□  申請内容に虚偽があった場合は、市に対して補助金を返還します。  

□  本申請により市が入手する私の個人情報に関し、本補助金の目的の範囲内

で使用されることについて同意します。  

  

  

 

様式第１（第６条関係）  



  第     号  

  年   月   日  

 

            様  

 

知立市長       印  

 

知立市防災士養成事業補助金交付（不交付）決定通知書  

 

     年   月   日付で申請のありました補助金の交付について、下記のと

おり決定したので、知立市防災士養成事業補助金交付要綱第７条第２項の規定によ

り通知します。  

 

記  

 

１  交付する  

交付決定額  金           円  

交 付 方 法  口座振込による  

 

２  交付しない  

   （理由）  

様式第２（第７条関係）  



 

 

年   月   日  

 

知立市長        様  

 

請求者   住   所                

         氏   名               

電話番号（     ）   －       

生年月日       年   月   日生  

 

請 求 書 

 

金          円 也  

 

但し、    年度知立市防災士養成事業補助金として  

 

振込先  

  

銀行  

  店  信用金庫  

農協  

普通・当座  口座番号                

口座名義  

ﾌﾘｶﾞﾅ   
 

  

 

 

様式第３（第８条関係）  


